
令和７年第１２回定例教育委員会会議 

 

日  時  令和７年１２月１８日（木） 

午後１時３０分から 

場  所 中央図書館 ２階 視聴覚ホール 

 

 

議     題 

 

 

日程第一 報告事項 

（１） 富士見市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行

規則の一部改正について 

（２） その他 

・令和８年富士見市二十歳式について 

・特別公開展示「鶴馬の地名にちなむ掛け軸」について 

 



報告事項（１）資料 

1 

 

富士見市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和４年規則第３２号）新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第４条関係） 

月分 納期限 学校給食費の額 

小学校 中学校 特別支援学校 

小学部 

特別支援学校 

中学部・高等部 

４月分 ５月末日 一律５，１００

円 

一律６，１００

円 

一律５，６００

円 

一律６，５００

円 ５月分 ６月末日 

６月分 ７月末日 

７月分 ８月末日 

８月・９月分 ９月末日 

１０月分 １０月末日 

１１月分 １１月末日 

１２月分 １２月２５日 

１月分 １月末日 

２月分 ２月末日 

３月分 ３月末日 

 

別表第２（第４条関係） 

 小学校 中学校 特別支援学校 

小学部 

特別支援学校 

中学部・高等部 

１回当たりの学校給食費の額 ２９０円 ３５０円 ３３０円 ３８０円 

別表第１（第４条関係） 

月分 納期限 学校給食費の額 

小学校 中学校 特別支援学校 

小学部 

特別支援学校 

中学部・高等部 

４月分 ５月末日 一律４，３００

円 

一律５，１００

円 

一律４，８００

円 

一律５，６００

円 ５月分 ６月末日 

６月分 ７月末日 

７月分 ８月末日 

８月・９月分 ９月末日 

１０月分 １０月末日 

１１月分 １１月末日 

１２月分 １２月２５日 

１月分 １月末日 

２月分 ２月末日 

３月分 ３月末日 

 

別表第２（第４条関係） 

 小学校 中学校 特別支援学校 

小学部 

特別支援学校 

中学部・高等部 

１回当たりの学校給食費の額 ２５０円 ３００円 ２８０円 ３２０円 
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別表第３（第５条関係） 

 

区分 控除する学校給食費の額 

飲用の牛乳を摂取するこ

とができない場合 

パン・麺を摂取することが

できない場合 

飲料を除く学校給食等を摂取

することができない場合 

月分 １回 月分 １回 月分 １回 

小学校 １，１００円 ６０円 ５００円 ３０円 ４，０００円 ２３０円 

中学校 １，１００円 ６０円 ５００円 ３０円 ５，０００円 ２９０円 

特別支援学校 

小学部 

１，１００円 ６０円 ３００円 ２０円 ４，５００円 ２７０円 

特別支援学校 

中学部・高等部 

１，１００円 ６０円 ３００円 ２０円 ５，４００円 ３２０円 

 

別表第３（第５条関係） 

 

区分 控除する学校給食費の額 

飲用の牛乳を摂取するこ

とができない場合 

パン・麺を摂取することが

できない場合 

飲料を除く学校給食等を摂取

することができない場合 

月分 １回 月分 １回 月分 １回 

小学校 ８００円 ５０円 ４００円 ２０円 ３，５００円 ２００円 

中学校 ８００円 ５０円 ４００円 ２０円 ４，３００円 ２５０円 

特別支援学校 

小学部 

８００円 ５０円 ２００円 １０円 ４，０００円 ２３０円 

特別支援学校 

中学部・高等部 

８００円 ５０円 ２００円 １０円 ４，８００円 ２７０円 

 

附 則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

  

 



報告事項（２）資料 

 

 

その他 

・令和８年富士見市二十歳式について 

・特別公開展示「鶴馬の地名にちなむ掛け軸」について 

 


